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北海道行政書士会会則施行規則一部改正 

新旧対照条文 

現行 改正案 

第９款 申請取次行政書士管理委員会 

（設 置）  

第 173 条 会則第７０条第１項の規定に

基づき申請取次行政書士管理委員会（以

下、本款において「委員会」という。） を

設置する。 

（目 的）  

第174条 委員会は、「出入国管理及び難

民認定法施行規則」に基づき、本会を通

じ、地方出入国在留管理局長（以下「地方

入管局長」という。）に対し届出を申し出

た行政書士及び届出済行政書士（以下「届

出者等」という。）の適正かつ円滑な管理

及び運用を図ることを目的とする。  

（事 業）  

第174条の2 委員会は、前条の目的を達成

するため、次の事業を行う。  

一 日本行政書士会連合会申請取次行政書

士委員会（以下「日行連管理委員会」とい

う。）規則第２条の２第２項に基づき本会

が委任を受ける事務。  

二 出入国管理及び難民認定法令、出入国

在留管理局行政に関する情報の提供に関す

る事務。  

三 削除  

四 申請取次実績報告書に関する事務。  

五 その他前条の目的達成に必要な事務。 

（受付拒否事由）  

第174条の3 委員会は、申請取次の申出を

行った者が次の事由のいずれかに該当する

場合には、受付を拒否するものとする。  

第９款 北海道行政書士会申請取次 

行政書士管理委員会 

（設 置） 

第173条 会則第70条第１項の規定に基

づき北海道行政書士会申請取次行政書

士管理委員会（以下本款において「委員

会」という。）を設置する。 

なお目的等委員会に関して必要な事項

については、北海道行政書士会申請取

次行政書士管理委員会規則として別途

定める。 

（目的） 

第 174 条 （削除） 

 

（事業） 

第 174 条の 2 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（受付拒否事由） 

第 174 条の 3 （削除） 

 

 



一 届出を申し出た者が本会に属していな

い場合。  

二 日行連管理委員会が指定する研修を受

講していない場合。  

三 届出手続のために求められている必要

書類を本会に提出しない場合。  

四 北海道知事による業務禁止等の懲戒処

分及び本会による会員権停止処分又は廃業

勧告処分を受けている場合。但し、その処

分が効力を失った場合は、この限りではな

い。  

五 外国人の入国・在留手続に関し、刑事

裁判で有罪判決を受けたことがある場合。

但し、刑の言渡しが効力を失っている場合

は、この限りではない。  

六 地方入管局長からの情報提供により、

本会会長に提出する「誓約書」の誓約事項

１～４に違背したことが判明した場合。  

七 行政書士法及び関係法令並びに本会会

則、規則等に違背したことが判明した場

合。  

２ 現に届出済証明書を有する者からの届

出の受付を拒否する場合には、聴聞を行う

ものとし、届出済証明書を所持しない者か

らの届出の受付を拒否する場合には、同時

にその理由を示すものとする。  

３ 委員会は、受付拒否を行った場合、そ

の旨を日行連管理委員会にこれを報告す

る。  

４ 受付を拒否された者は、日行連管理委員

会に第２項の聴聞手続の裁決に対する異議

の申立を行うことができる。 

（申請取次資格の喪失）  

第174条の4 届出済行政書士が、日本行政

書士会連合会より、登録を取消され、又は

登録を抹消された場合、申請取次資格を喪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（申請取次資格の喪失） 

第 174 条の 4 （削除） 

 

 



失する。  

２ 委員会は、申請取次資格を喪失した者

に係る事項を地方入管局長及び日行連管理

委員会に報告する。  

３ 第１項に該当する者は、届出済証明書

を本会経由にて地方入管局長に返還する。  

（申請取次業務禁止勧告）  

第174条の5 委員会は、届出有効期間内

に、届出者等が出入国管理及び難民認定法

に基づく諸手続に係る刑事裁判において有

罪判決を言渡され刑が確定した場合、申請

取次業務の禁止を勧告することができる。  

２ 申請取次業務の禁止を勧告する場合に

は、事前に聴聞手続を行う。  

３ 委員会は、申請取次業務の禁止を勧告

した場合、その旨を地方入管局長及び日行

連管理委員会に通知する。  

４ 申請取次の禁止を勧告された者は、日

行連管理委員会に第２項の聴聞手続の裁決

に対する異議の申立を行うことができる。  

５ 申請取次業務の禁止を勧告された者

で、第４項の異議の申立手続を行わない場

合、若しくは異議の申立に理由がないと採

決された場合には、届出済証明書を本会経

由にて地方入管局長に返還する。  

（申請取次業務是正勧告）  

第174条の6 委員会は、届出有効期間内

に、届出者等の外国人の入国・在留手続に

関し、地方入管局長による情報提供により

不正行為等を認知した場合、申請取次業務

の是正を勧告することができる。  

２ 申請取次業務是正を勧告する場合に

は、事前に聴聞手続を行う。  

３ 委員会は、申請取次業務の是正を勧告

した場合、その旨を地方入管局長及び日行

連管理委員会に通知する。また、是正の勧

 

 

 

 

 

 

（申請取次業務禁止勧告） 

第 174 条の 5 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（申請取次業務是正勧告） 

第 174 条の 6 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



告に至らなかった場合には、その理由を地

方入管局長及び日行連管理委員会に報告す

る。  

（組 織）  

175条 委員会は、若干名の委員をもって

組織する。  

（審議の方法）  

第175条の2 委員長は、第１３６条第２項

及び第３項の規定にかかわらず、申請取次

の申出が第１７４条の３に規定する受付拒

否事由に明らかに該当しないと判断した場

合は、委員会の開催に代えて、あらかじめ

委員会で定めた小委員会（３人制）を開

き、届出審査事務を処理することができ

る。この場合の議事は、小委員会の委員全

員でこれを決する。  

（聴聞手続）  

第175条の3 聴聞手続については、行政書

士法に係る聴聞等手続規則の例による。  

（申請取次実績報告書）  

176条 削除  

２ 申請取次届出者は、毎年１月１日から

１２月末日までの期間中に取扱った申請取

次にかかる業務内容について、日本行政書

士会連合会の定める申請取次実績報告書に

より、当該年の翌年１月末日までに委員会

へ報告しなければならない。  

３ 削除  

(1) 削除  

(2) 削除  

(3) 削除  

(4) 削除  

(5) 削除  

(6) 削除  

４ 削除 

 

 

 

（組織） 

第 175 条 （削除） 

 

（審議の方法） 

第 175 条の 2 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（聴聞手続） 

第 175 条の 3 （削除） 

 

（申請取次実績報告書） 

第 176 条 （削除） 

 

 

 

 

 



(1) 削除  

(2) 削除  

(3) 削除  

５ 削除  

 

 

 

 

 


